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昭
和
戦
前
期
の
十
本
成
年
者
処
遇
醐
慶

日
私
八
年
児
童
虐
待
防
止
法
案
審
ー
£
献
を
、
五
た
る
対
象
と
し
て

回

遁

子

紀
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T
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防
川
口
リ
一
軍
に
向
け
一
し

む
柘
八
可
児
亙
虐
zげ
山
氏
…
γ
人
詳
一
市

り
わ
け
に
か
、
ん
、
|
|
昭
和
へ
'
L
l

児
主
出
払
防
ト
法
制
定
の

L
tお
よ
び
問
抱
|
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+
d
A
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国
家
は
、
次
の
は
代
へ
の
期
待
そ
本
一
世
て
、
末
成
年
告
に
対
レ
て
教
育
や
か
刊
妹
、
医
療
な
こ
の
浸
数
の
顎
域

γ
お
い
て
、
支
援
や
保

志向
L

い
っ
た
胡
与
手
わ
っ
ぐ
い
ふ
。

L
か
し
な
が
ら
、
役
京
の
科
書

つ
つ
あ
る
現
在
い
お
い
て
、
出
家
の
迎
切
な
調

リ
を
を
け
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
未
成
刊
誌
は
未
だ
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
ま
た
、
そ
も
…
で
も
村
山
家
に
よ
る
閣
う
を
主
げ
る
知
で

川
」
ん
現
す
る
た
め
い
、

あ
る
!
?
仇
人
T
V告
は
、
そ
の
涜
切
さ
に
つ
い
て
当
事
者
と
し
て
批
判
ず
る
こ
と
は
咋
易
で
は
な
い
c

品
、
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
適
切
な
制
皮
を

ド
成
苧

tdを
め
く
る
渋
阪
伎
に
関
し
ぐ
は
、
百
土
お
」
び
現
ん
ー
の
I
L
U帆
授
の
治
判
さ
が
絶
え
ず
検
討
さ
れ
な
け
れ
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ぱ
な
コ
ら
な
い

J

そ
れ
で
は
混
ノ
む
の
制
佼
に
多
か
れ
少
な
か

し
て
い
る
戦
前
の
l

本
伐
午
vht

込
遇
制
度
に
は
ユ
の
よ
う
な
も

の
が
あ
ハ
た
の
だ
ろ

7
か
っ
士
山
川
年
昔
そ
の
ち
の
七
汚
す
る
ヨ
家
の
悶
f
f
は

一
却
代
以
降
、
了
剥
与
に
ふ
y
M

教
白
羽
か
ら
斗
手
か
求
め

フ

ω
人
付
を
蒸
山
は
す
る
こ
ζ

を
杓
に
、
そ
こ
か
ら
逸
脱

ν

た
未
成
介
主
に
対

L
て
は
刑
事
法
に
お
け

れげイ¥いよ
?υ

プ
セ
}
)

亡
、
刑
事
法
に
お
い
て
は

一
般
成
人
と
は
異
な
り
、
ぷ
成
七
f
u刊
に
汁
じ
て
は
、

犯
出
原
因
と
し
て
の
来
日
必
や
学
校
、
社
会
こ
い
、
っ
保

vt
へ
の
円
出
ハ
リ
h
J
F
わ
れ
亡
い
た
机

感
化
法
の
枝
に
引
い
非
を
心
い
い
っ
た
未
成
司
者
だ
け
で
は
な
く

戸
川
点
的
い
犯
ハ
斗
を
一
打
、
っ
か
点
|
一
れ

な
い
と
い
、
つ
危
検
性
を
有
す
る
未
成
可
以
刊
を
刈
象
と
す
ゐ
I
い
が
存
在
し
た
伯
、
唱
和
削
閉
じ
は
被
汗
高
f

、
あ
ゐ
未
呪
年
将
を
保
護
す
F
O
こ

と
を
凱
{
J
L
h
!
ν

法
が
行
、
わ
れ
て
い
わ
=
ぞ
れ
が
杭
花
八
年
史
巾
虐
待
防
止
法
で
あ
ふ
「

児
巾
点
待
紡
止
法
は
、
戦
後
、
児
市
制
祉
法
(
情
相
二

土
法
律
わ
一
1

八
回
一
三

の
制
定
に
よ
勺
て
M
R
止
さ
れ
る
ま
で
の
え
刀
J

問

t
か
お
行
手
れ
ず
ま
た
戦
時
休
制
の
影
響
も
あ
り

そ
の
逆
引
は
必
j
し
も
充
分
に
/
れ
わ
一
れ
ん
も
の
で
は
な
か
っ
た
が

そ
れ
で
も

と
お
、
戦
前
に
お
¥
¥
国
家
が
被
虐
待
い
氾
室
井
川
保
設

7
で
っ
と
す
る
山
市
立
1
7た

F

一
と
は
評
制
す
べ
き
で
あ
ろ
う
?
て
そ
れ
ザ
え

い
同
法
の
円
谷
と
4
2

菜
、
そ
う

J

て
間
出
h

な
と
み
険
討
す
る
こ
と
は
重
必
な
ヨ
昧
ふ
合
す
る
と
与
え
ら
れ
る

U

い
川
り
い
に
問
、

J

て
辻
、

九

八

九

年

の

枠

利

条

約

」

に

悶

述

之

、

、

目

立

の
F
川
一
一
史
的
意
義
を
子
ど
J
U

の
持
利
の
い
悦
点
か
り
分
一
叫
般
討
し
だ
市
川
代
氏
的
研

究
、
辺
行
法
で
あ
る
「
把
高
一
医
待
の
防

d
ぞ
に
問
LF
る
法
律
と
の
比
較
を
ノ
七
、
つ

F

」

f
Jだ
忠
と
て
今
伎
の
児
童
虐
待
対
品
川
九
の
伊
予
帆
パ
キ
一

号
口
小

J

た
山
野
氏
の
研
究
、
日
訟
の
山
苧
と
し
一
、
の
原
版
附
ヤ
扶
持
平
な
ζ

の
治
討
を
刷
ら
か
一
ド
)
J
ん
に
抑
制
。
矢
花
氏
ヤ
一
[
司
氏
の
研

k
u

、
一
-
一
、
一

'
u

ヲ

1
4
j
i
-
-
iノ

円
、
年
代
当
時

ι1ム、、民刈り明恒三げい
J

入、
1
4
n
J

j
/
i
i
i
f
y
ノ

l
u

し
の
湖
わ
り
で
一
話
人
市
H
A

一
れ
、
ザ
ご
)
に
児
童
や
広
川
什
を
対
象
と
し
て
は

策
発
展
の

す
で
い
少
な
か
ら
ぬ
叫
烹
成
町
本

い
ど
主
れ
よ
う
と

L
て
い
た
こ
と
会
指
宿
す
る
杉
山
え
の
一
速
の

ん
J
L
F
J

「

J

W

し
{
、
ミ
ヲ
d
u

J
j
r
t
っ
し

し
か
し
士
が
り

γ↓
来
の
川
究
ト
い
お
い
て
は
、

そ
し
て
当
時
の
法

卜
ポ
い
た
児
童
虐
符
…
叶
止
法
の
行
口
民
、
心
、
内
h
L
7

の
没
拝
、

休
枇
に
お
け
る
同
法
の
す
恩
義
お
よ
び
向
山
間
I
円
、
そ
の
f

況
の
起
用
状
況
が
必
ず

L
も
十
八
刀
じ
解
明

3
れ
た
と
は
一
円
え
な
い
ο

J

、

-
n
一2

戸、

[
ι
7
1
J
:
一
(
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日
和
戦
前
期
的
小
山
r
T
r己
保
識
の
全
'
利
子
解
明
す
る
こ
と
世

F
的
/
一

J

な
が
ら
も
、

さ
し
あ
た
け
本
格
じ
お
い
て
は
、

そ
の
州
?
の
山
川

4
2
ハ
ー
こ
コ
¥

小人
I

什
別
に
は
m
臥
い
児
刊
虐
待
問
週
が
認
識
戸
れ
な
が
ら
も
、

そ
h

ペハに
L

訂
す
る
法
的
対
泌
が
閉
利
八
低
投
階
に

4
っ
て
成

守
〕
た
珂
ー
一
回
ど
法
交
の
内
科
変
選
、
そ

ν
て
児
童
虐
什
J
L
h
J
J行
ワ
ム
忠
義
〆
問
題
門
戸
に
つ
い
て
与
容
を
打
、
つ
〉

昭
和
↓
八
年
見
直
虐
待
防
止
法
す
案
に
司
、
げ
て

大
正
殿
の
児
童
保
護
と
「
未
成
年
寄
エ
対
ス
ル
犯
罪
」

h

ト
生
労
働
有
は
、
現
刊
の
「
児
歪
虐
待
の
防
止
等
に
隠
す
や
ふ
法
F

出
町
」
の
前
史

L
L
L
亡
、
旧
T

童
定
待
法
を
取
り
一
ぃ
灯
、
一
」
「
時
の
ヰ
J

と

も
点
待
の
咋
訟
に
は
培
ー
対
的
公
淀
川
レ
rω
日
以
前
米
父
及
的
家
族
制
度
に
基
ワ
く
一
私
物
的
q
叫
が

f
M伐
」
が
め
り
、
幼
い

f
ど
も
が
そ
の

他
情
対
一

1

いな
J

て
い
ゐ

)児、い
wLγ

し
7
k
J

毛

:
L
i
!
i
l
 
f

J

J

A

一
り
、
同
法
の
同
月
続
む
あ
る
川
円
三
叩
主
待
の
原
ド
は
、

純
一
汗
的
な
白
川
出
と
一
私
物
的

長
が
子
一
回

ペ
に
あ
る
ム
説
明
こ

f
v
る
が
、

私
物
的
我
が
〆
J

観
」
に
基
づ
く
だ
小
巡
切
な
い
判
川
が
問
題
位
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
契
撚

は
何
去
の
か
、

ど
の
段
階
ー
か
ら
阿
川
注
視

5
μ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
h

は
肘
ら
か
む
ば
な

v
u

ま
に
、

日付苅」悦F:'f!:，q])メ、成イ1'-i告処遇制境

そ
れ
で
は
机
権
主
主
ど
に
よ
る
虐
待
主
主
け
て
い
る
↓
J

ど
も
子
保
サ
告
す
る
た
め
の

一どっ
vワ〉ヅんじり叶吋!/一の

の
で
あ
ろ
う
か
{
戦
旧
期
の
十
本
成
年
者

μ護
法
制
の
一
つ
で
あ
る
感
化
法
に
は
、
未
成
年
犯
記
者
の
他

ν

刊叫ん

E
'同

二帆
f
h

フ
禍
へ
い
説
以
上
l

六
ぷ
末
禍
ノ
者
f
レ
二
割
ス
凡
湾
当
日
日
ノ
訓
司
法
ヲ
行
フ
主
計
ハ
浅
合
ノ
後
ヤ
、
ナ
ク
、
J

テ
選
潟
r
人
ハ
シ
否
J

d

ノ
マ
ロ
ン

。

右
ハ
ハ
悪
交
7
1ノ
ト
泣
メ
タ
ル
若
手
一
社
象
レ
す
る
況
だ
は
十
仔

pt
し
て
い
た
が
、
技
此
ゅ
の
透
切
な
行
校
炉
、
の
も
の
や
刈
也
採
寸
ノ
る
も
の
で

は
な
か
コ
た

u
L
s刀
し
そ
の
後
、
大
半
少
司
法
(
人
口
一
牛
法
伶
川

L

勺
「
少
年
以

u

以
一
「
大
正
少
守
法
)
制
定
忍
紅
に
お
川

亡
、
中
に
n
N
罪
わ
不
長
行
為
走
行
つ
れ

f
L成
午
高
ゼ
け
で
は
な
く
、
被
ハ
己
苫
と
し
て
の
末
成
年
ー
者
↑
却
す
ゐ
条
文
の
検
討
が
行
わ
れ
よ

月
の
一
幼
年
汁
い
す
案
ノ
諮
問
反
」
で
は
幼
'
T
法
(
没
の
ト
ヘ
正
少
年
法
)
け
ん
案
山
部

っ
と
し
て
い
わ

J

た
と
ス
ば
、
大
正
二
r
T
一
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問
題
キ
ー
列
羊
し
ご
、
ム
叫
が
、

そ
の
川
に
は
「
幼
ヱ
ロ
ヲ
教
一
段
ス
ル
刊
誌
斡
ヲ
主
リ
タ
ル
モ
ノ
ハ
刑
罰
-
h
L」
ス
ヘ
キ
刀
/
し
て
、

一之

れ
て
お
り
、
「
ま
成
司
舟
ノ
慾
わ
及
保
護
一
一
河
又
ル
J
一
律
案
」
は
、 い

わ
ゆ
る

現
λ

忙
の
主
M
J〆

L
ク
卜
に
誠
R

す
7
Q

ぶ

そ
の
油
門
戸
川
司
法
税
に
注
げ
は

J

た
八
長
以
!

園
長
七
渦
の
4
h

か
王
た
る
対
象
で
は
あ
っ
p
f
ト
止
、
第
半
に
は
「
点
本
戎
ム
町
長
-
汁
ス
ル

犯
出
一
が
凱
疋
さ
れ
て
い
た
っ
し
か

L
な
が
ら
、
同
九
以
来
に
相
対
し
て
は
範
珂
会
一
拡
に
し
て
保
護
ま

C
川
市
都
↓
し
し
た
陽
台
は
、
]
続
き
な

ど
の
問
題
か
ら
実
施

H

小
川
雑
と
な
る
わ
J

め
、
犯
罪
あ
る
い
は
不
良
行
為
を
ノ
イ
う
者
と
し
て
の
王
以
庁
長
を
対
九
逝
と
ど

F

べ
き
で
あ
る
と
し

亡
、
!
?
仇
人
T
V告
を
保
護

L
ょ
う
と
す
れ
州
部
分
は
刻
1

体
さ
れ
、
改
め
て
少
qi
犯
罪
に
持
す
る
法
律
案
と

L
C
E一
議
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

コ
ま
り
、
十
ヘ
正
!
祝
町
の
段
階
で
既
に
見
市
在
住
川
い
一
刻
づ
る
関
心
は
認
め
ら
れ
る
も
心
の
、
こ
の

八戸
f
L
L
Z
止
十
ア
ど
¥
〉
っ
て
け
刈
6

1

l

J

i

;

j

l

 

J
q

ベ
J
v
h

で
あ
?
ム
仰
と
ヲ
る
ま

C
に
は
未

γ
児
童
虐
待
↑
問
、
一
ヲ
る
市
川
一
昨
は
伺
休
ま
っ
て
い
な
か
七
?
と
〕
え
よ
、
つ

f

主
主
、
十
寸
I
J
、
り
之
ノ
、
w

主

3

h

z向、治討
/
L
1
J

が
、
市
川
人
白
山
止
の
院
内
航
れ
政
ぷ
よ
び
感
化
伝
の
制
人
一
ケ
ト
問
つ
し
な
が
ら
も
、

昨
明
治
区
ハ
主
代
以
降
以
刑
事
可
い
か
ら
社
会
福
祉
の
一
竹
野
↑

出
動
内
川
担
問
を
持
し
て
い
と
ー
小
河
川
此
次
郎
は
、

明
前
回
五
年
に
氾
一
一
叩
保
誌
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
~
地
べ
亡
い

。
町
立
の
保
一
辺

r山

}

f

j

j

ば叶

L
ニ

J

引
制
j

¥

j
l
u
q
}
1
1
4一一

C
Jめ
る

仁
会
一
ム
ω

u、

民
全
年
あ
れ
ば
γ
h
h
A

の
」
「
い
マ
合
れ

Jttr、
村
山
場
ろ
す
る
、
的
児
と
あ
れ
ば
教
育
に
掛
ヘ
む
〆
ご
村
お
け
る
、
肱
泣
け
る
丈
け
で
、
之

ノ
U

V

P

プ
レ

J
h
T一

保
持
出
除
却
う
充
分
怖
っ
て
を
い
り
ぬ
か
ん
、

牛
を
訪
ゐ

?
ぺ
寺
川
;
な
世
一
昨
は
、

'
J
J

ぶ
処
な

r
、
71F 

ヂ
ド
十
八
ア
Q

(
小
略
)

か
く
l

ご
児
巾
は
没

P

ガ
れ
に
労
れ
、
ヘ
九
八
リ
俄
く
こ
と
出
来
ず
、
生
区
内
r
k
J
b
失
糸
背
と
な
り
、
員
1
K
端
疋
と

な
り
、
計
〈
以
の
犯
罪
者
、
と
な
る
、
末
日
は
乱
心
ろ

L
U
川
非
へ
と
な
る
治
、
句
、
児
童
の
川
崎
譲
は
充
一
ザ
汝
す
ャ
う
仁
し
た
い

戸
ん
後
同
町
傍

線
筆
者
乙
以
下
も
同
杭
)

会与
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小
河
の
片
川
崎
は
広
い
草
昧
ず
の
犯
芳
子
防
〆
了
二
、
の
旧
公
早
川
休
業
の
必
民
判
Vγ
指
析
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
科
技
ん
引
が
不

l
分
で

あ
る
と
い
う
指
摘
、
そ
し
て
伝
議
機
同
が
持
漏

3
れ
と
い
れ
ば
問
訟
を
抱
え
九
J

主
成
年
き
を
支
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
I
r

す
る
下
張
本
一

他
方
の
社
会
事
長
家
主
ρ

奈
川
に
行
っ
て
い
寸
こ
こ
は
、
試
の
児
中
保
護
の

fr
芝
山
れ
に
現
す
る
啓
発
活
勤
と
】
し
て
は
山
町
仙
で
き
よ
う

J

ご

a
〉
、

4
t
 大
汁
問
州
ド
お
け
る
児

mIE誌
に
却
し
て
は
、

H
J
7
H
 

l
'
d
l
y
 

川
《

内
町
凶
札
昭
の
併
比
け
い
児
童
仮
設
活
訟
の
池

河
東
γ

八
震
μ
九
恰
寸

の山形
h
w
l

で
イ
川
致
問
問
問
は
一
作
松
皮
ず
あ
っ
た
も
の
の
、
大
日
少
年
L

い
が
杭
疋
さ
れ

ム
刊
に
は
山
主
軍
ド
を
小
、
む
と
す
る
救
位

平
木
v
パ
に

一川
ru
£
虐
山
ん
い
い
泊
汁
J

ぷ一

日J
引
メ
ふ
ノ
ム
つ
づ
lv

九一川川]、

7
1
L
L
j
J
i
 
生
れ
孝
之
が
外
何
い
の
児
童
虐
待
汚
止
河
川
劫
や
法
律
令
約
介
+
ヲ
る
な
と
の
一
円
発
活

動
が
日
わ
れ
て
い
た
~
}
と
が
指
恥
戸
れ
て
い
る

一
一
午
に
以
叫

m凶
川
門
〆
干
l
場
法
と
並
び

ま
た
、
六
正

働
く
児
ぅ
一
て
一
刻

7
る
綱
引

法
で
め
る
よ
長
労
働
者
川
中
沢
ド
干
鈴
法
が
制
定
さ
れ
た
P

}

と
も
、
政
府
に
お
い
て
県
童
引
町
一
定
に
対
す
る
さ
ら
な
ふ
立
誌
の
必
川
女
性
を
訟
弐

す
ーッ
仏

憂い
k
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
っ
さ
ら
に
政
府
制
山
事
情
シ
し
て
は
、
第
一
次
世
界
大
絞
殺
の
門
会
府
躍
の
は
刻
化
な
ら
び
↑

村
会
川
品
川
山
の
前
ま
り
仁
川
村
民
?
て
!
大
半
九

q
八
月
に
内
務
戸
内
!
ト
社
会
門
町
が
設
山
戸
さ
札
九
一
手
が
草
山
女
で
あ
る
社
会
見
は
大
よ

日付苅」悦F:'f!:，q])メ、成イ1'-i告処遇制境

い
は
由
民
自
務
告
の
労
鈎
行
政
ふ
統
介
、

J

て
外
田
川
へ
と
い
ド
は
川
7
1
昭
和
苅
に
入
る
頃
に
は
政
的
が
い
紅
会
山
，
府
主
の
攻
守
J
Y

凶
る
た
め
の
体

t
な
わ
ち
設
定
バ
、
を
長
ー
υ一ミ

γ
た
が
、
技
日
仏
法
の
す
べ
J
h
化
刊
業
は
、

E

民
間
十
J
H旦

TU〉
す
る
川
町
立

T
F
U問

系
的
・
系
統
的
な
救
仲
良
制
官
、

認
に
吋
す
る
施
設
の
必
要
問
一
今
討
議
ι
と
せ
る
安
司
と
な
っ
た
ご

y
で
あ
ろ
う
っ

内
務
省
社
会
事
業
調
査
総
会

ハ
川
務
省
社
会
事
糸
読
査
総
会
に
お
い
て
、

政
支
J
パ

J

人
施
要
抑
制
が
一
原
案
品
川
Y
-
J叫
さ
れ
た
川
旬
、

記
述
一
流
一
民
内

招
利
z
ハ
年
同
〔
1
4

ハ
J

戸い、

務
大
臣
上
り
邦
河
川
友

引
川
会
の
羽
祝
日
諮
ら
児
童
の
戸
待
功
止
に
渇
す
る
け
は
引
を
t
L
む
る
必
り
す
あ
り
し
し
認
む
之
れ
に
刈
し
千
の
公

の
F
H
一
見
を
求
…
い
い
」
治
不
さ
れ
、
立
案
が
決
定
し
、

、

そ
の
数
か
月
後
、

同
調
査
会
総
会
い
お
い
て
児
車
在
た
川
汁
法
の
岬
案
が
不
さ
れ
、 {:'. 
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長
続
応
日
比
什
が
行
わ
れ

川
山
ザ
を
閉
山
い
る
こ
と
を
村
山
乙
お
〕
ホ
び
制
民

百小山米は

川附議い
h
F
J
J
ケ
一
同
一
一
ノ
一
未
満
と
し
て
い
る
ご
と
、

す
る
業
務
、

禁
ペ
ペ
お
一
式
U

川訓
r

祝
す
る
長
此
刊
に
違
反
に
も
場
合
は
川
出

r
A
K
、パコ
L
A
h

;
ノ

j

!

ド
費
町
を
円
以
川

3
γ
一
る
こ
と

る
こ
と
、
な
ど
の
口
一
に
お
い
一
、
は
説
会
に
花
山

5
れ
た
政
府
法
山
菜
ζ

比
河
口
小
を
有
す
る
が
、
栴
法
点
ζ

L

て
は
、

原
案
は

被
点
待
児
小
を
白
ι
ね
者
カ
ら
保
改
揮
す

F

ぬ
た
め
に
第
(
平
山
E
L
一
で
ィ
一
山
ず
る
:
と
を
規
定
し
て
お
り
、

川
訓
!
伐
ル
ベ
条
h
M
U

川
内
守
主
陪
回
議
と
い
う
処
げ
は

川
初
は
下
ρ
て
さ
れ
て
U

な
か
っ
た
こ
t
¥

治、
1

妃
蓮
の
μ木
烹
事
務
に
川
河

L
地
方
長
{
円
を
矧
到
し
殊
に
被
門
川
上
児
童
に
よ
、
い
て
は
立
の
訴
査

と
保
理
と
を
お
一
ず
こ

と

r
L
3
門
械
で
あ
ゐ
児
巾
一
八
三
Z
~
祝
日
一
を
設
置
す
る
こ
と
、
そ
し
て

引
開
臥
す
る
業
務
内
三
八
体
何
と

[
て

心
向
に
川
町
て
「
え
は
各
一
戸
に
付
仲
判
長
会
一
敗
売
し
又
は
品
九
を
治
す
る
来
品
」
以
外
じ
一
代
片
時
数
、
た
人
「

二
収
青
山
開
席
日
円
且
ず
の
伯

風
れ
よ
の
山
札
糾
刊
を
山
ノ
〈
す
る
業
お
」
が
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
学
げ
ら
れ
る

f

下
川
述
守
山

C

一い山、

三
交
の
方
が
児
、
巾
虐
待
に
慨
し

い
姿
勢
一
を
収
る
二
と
を
子
{
た
し
て
い
れ
一
戸
が
判
m
W
1
1
A

ま
た
、
均
一
と
一
、
必
は
問
問
出
以
今
九
段
恥
刊
で
は
'
汀
k
l
し
な
い
況
だ
で
あ
る
〕

一ノ
ia

戸
、
ー
γ
品
、

J

L

f

-

円
叫
ん
車
保
議
院
の
職
務
は
A
J

向
防
忙
に
限
る
か
ィ
え
は
同
室
に
関
す
る

叩
恨
の
山
川
恥
か
も
収
扱
う
hr
」

小川八川一ぃ
J
V

いねい
r

、

手与

出
口
河
防
?
一
に
限
る
」
と
U
v
d
ノ
質
問
札
応
与

、
、

1
1
1

f

c

t

 

j

ド

U
ん
川
保
護
一
民
)
ト
ヶ
育
委
員
し
人
は
別
個
の
制
攻
と
す
る
か
に
一
一
灯
、
〆

制
皮
一
し
て
は
引
例
た
が
之
に
当
る
人
は
何
人
で
あ
っ
て
も
一
一
号
支
え
な
い
扶

L
Mと
よ
、
ぺ
な
委
員
が
各
話
存

1
る
こ
ど
は

却
て
効
巣
い
か
忠
一
ら
ぬ
惚
れ
も
あ
る
か
ん
辺
聞
に
半
i

J

て
は
削
も
与
お
を
小
え
す
る
一

ζ

あ
り
、
~
の
戸
て
つ
な
沼
識
が
、
児
門
医
待
じ
っ
ぃ

、
は
必
ず

υ

も
寺
門
職
て
は
な
い
?
わ
ん
問
委
員
に
運
用
の
大
山
分
を
ま
ね
る
状
況
を
引
引
い
た
〉

つ
い
て
は

同
時
期
に
将
斜

♂t-、

単
一
設
が
反
謝
し
て
い
た
に
も
ム
引
か
わ

フ

ω
刈
叫
に
つ
い
て
は
刊
に
ん
か
の
反
対
疋
識
が
存
す
し
て
い
た
こ
と
が
枚
目
守
さ

オL

h
山比一庁一一
r
親
子
関
係
等
一
ふ
ん
妊
の
内
市
ド
リ
人
っ
て
丁
捗
す

総
人
民
に
ぶ
い
て
て
の
他
に
、
汁
れ
す
べ
き
山
と
し
し

間号

1
1ゆ

h
J

る
こ
と
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
っ
か
一
科

裁
判
権
の
送
用
は
必
ず
し
も
敏
忍
を
期
し
雄
〆
¥
現
尖
の
虐
待
ゼ
ウ
巧
ιー
す
る
為
め
必
烹
な

ら
ば
行
政
立
庁
が
私
人
の
{
主
婦
h
t
!
リ
入
る
一
主
る
は
巳
む
を
将
な
い
」

と
い
う
ぞ
り
と
り
が
あ
り
、

一
私
物
的
投
じ
か

f
鋭

が
強
肘
戸
、
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あ
二
九
時
代
に
も
か
か
わ
ら

V
、
出
持
防
一
の
た
め
に
は
家
路
へ
の
介
人
は
や
む
や
料
れ
な
い
こ
い
う
苓
え
が
一
示
さ
れ
て
い
乙
c

児
童
虐
待
紡
止
法
案

昭
利
今
〕
仔
司
口
、
村
務
省
討
会
日
が

υ
案
し
た
γ

児
童
虐
待
訪

H
法
茶
巾
k
u
円
が
一
山
初
に
お
い
収
さ
れ

川
川
い
本
の
掠
出
は
叫
す
人
町
二
一
一
月

で
あ
っ
た
u

児
童
虐
待
防
汁
法
告
の
提
出
浬
由
t
ー
し
て
は
、
ー
粍
辺
社
会
事
情
ノ
変
選
一
一
作
ピ
児
巾
ニ
対
ス
ル
名
梓
ノ
虐
待

F
定
ハ
漸

、
必
絹
川
内
ス
ル
「
尖
ニ
其
/
川
百
三
一
h
ん
主
古
ン
ク
時
忍
出
航

t
ナ
ル
ノ
傾
向
}
在
リ
刻
二
一
広
町
刻
史
ノ
不
刈
ノ
H
M
響
ヲ
す
ぷ
う
此
ノ
磁
悪
刊
ノ
れ

ゐ
ハ
ぷ
々
増
加
、
ン
之
カ
川
M12弘
済
ノ
ハ
バ
策
ァ
一
m
ス
ル
ノ
褒
弥
々
九
山
下
辺
フ
ル
口
ノ
三
ユ
然
ル
一
一
従
来
此
ノ
種
ノ
行
為

「
一
、

l
i
l
vー

も
L
7
7
m山
け

い

と

ん

一
於
テ
刑
出
ヲ
口
一
ア
犯
行
ノ
防
止
ヲ
凶
リ

y
、
ア
凡
ノ
外
単
一
一
氏
法
小
説
権
高
ノ
為
ス
虐
待
一
一
付
羽
権
世
主
ノ
制
裁
ア
ル

一止

γ
リ
パ
八

見
セ
ル
被
害
氾
金
ノ
保
一
夜
救
済
ニ
間
~
ン
ギ
タ
何
?
寸
法
去
っ
ナ
ル

L

刈
ふ
さ
ワ
諸
ヴ
へ
ん
能
ハ
サ
五
実
情
一
主
ル
ハ
阜
、
ニ
憂
慮
ス
ヘ
当
事
持
プ
リ
ー

謂
ハ
サ
凡
ヘ
刀
一
ツ
ス
的
テ
述
一
彼
岸
侍
川
公
宝
ノ
保
設
設
清
一
一
同
ス
ル
制
度
一
ヴ
砕
立
、
ン
以
ア
刊
抗
力
同
い
ん
童
保
護
}
『
制
ノ
J
U
間
ヲ
町
三
一
ン
k

2
-ス

」
、
し
し
述
べ
ら
れ
「
、
い
る
つ
つ
ま
り
、
ー
」
叫
町
既
に
児
高
虐
け
の
増
加
似
内
が
晃
ら

r
て
い
た
が
、
さ
ら
に
不
[
示
気
の
ぶ
型
一
円
で

日付苅」悦F:'f!:，q])メ、成イ1'-i告処遇制境

そ
の
状
叫
，
J

らな
J

も
の
f
九
仇
り
、

「

P

土
I
r
-
-
J
A
咋一日

4
1
一

陀

ぷ
4

J

を
般
討
す
る
之
安
ず
生
じ
て
い
た
に
し
か
し
な

「
残
忍
沼
郡

同
加
j
る
と
も
に
、

村
弘
山
品
市
内
法
で
は
刑
法
に
よ
る
お
山
あ
る
い
は
民
法
に
お
け
る
親
権
停
止
で
ー
d
h
r
弘
之
ゆ
で
主
一

1

川山主単一の

「
伝
達
放
済

じ
い
姐
し

が
レコ

た
法
的
「
肝
叫
が
存
在
ノ
て
い
な
か
っ
f
J与
の

パ立点
L

ヲ
パ
英
、
一
応
声
ド
ド
閉
す
る
す
誌
や
行
い

「
我
力
制

J

児
手
伝
該
法
制
ノ
会
端
一
手
巨

指
L
7
こ
と
が
以
来
の
理
山
と
し
て
述
べ
り
れ
℃
い
る
ぞ
れ
で
は
児
叩
-
吃
付
訪
汁
法
集
は
い
ト
な
る
均
絡
会
持
つ
も
の
で
あ

3

た
の
だ

ろ
う
か
。
以
一

cは
1

児
童
戸
待
防
止
法
案
逐
条
説
司
一
を
札
い
て
制
法
案
の
上
な
内
存
を
検
討
す
る
。

(
l
)

快
進
川
象
高
の
い
牛
バ
ド
ド
ヘ
川
市

対
仏
叫
ん
i
齢
を

川
山
寸
示
計
レ
し
た
理
由
レ
し
て
は
、
ー
虐
待
ワ
ポ
ズ
ク
ル
コ
ト
最
モ
多
ク
れ
ツ
又
穴
ノ
悪
石
町
営
↑
ニ
ギ
ル
区
最
コ
一
大
ナ
ル
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ヲ
N
J

ペブ

こ
1
v
c
、
ム
叫
が

こ
の
怖
に
も
間
半
A
Jヘ
バ
あ
る
絞
殺
法
、

一字
J
J
刀
お
守
前
依
年
齢
法
H
4
3
r

ム
ア
立
ぷ
以
ー
ご
と
J

タ
ル
芸

ハ
十
八
休
二
区
ア
い
身
共
二
時
円
PH
似
斗
ノ
詑
J

J

ア
レ
ロ
以
ア
r
乙
ン
モ
左
γ

法
二
依
ル

μ議
マ
う
つ
ル
ノ
必
L
/

カ
ル
ヘ
ク
」
I

f

1

日
断
さ
れ
て

い
た
古
一
L

が
判
明
す
る

r

日
間
。
円
未
成
年
主
向
か
ら
j
れ
は
ア
川
戒
と
仙
川
リ
!
神
引
が
可
能
ャ
と
す
る
考
え
ド
は
河
意
〕
つ
ら
い
い
か
、
当

-h

の
社
会
以
況
か
ら
す
れ
ば
安
ー
で
あ
一
っ
た
の
だ
ろ

7
0

(

3

d

」
足
叩
虐
待

γ
刻
す
る
介
入
の
条
件
ヘ
符

条

介
入
の
条
件
は
、
一
叱
ノ
リ
市

ス
ヘ
キ
ー
民
保
ア
ル
者
」
が

に
」
っ
て

写
ノ
虐
仲
村
一
ン
ゾ
〈
ハ
詰
ル
ン
ク
其
ノ
ザ
恥
烹
ヲ
怠
ル
汀
、
ー

一
刑
罰
法
ォ
ニ
恥
レ
又
ハ
批
判
ル
ル
山
比
一
ア
ル
ゴ
y
t

で
あ
う
た
「
児
市
を
保
文
す
べ
き
L

一
回
任
あ
る
者
に
つ
い
て
、
児
甫
の
相
判
権
者
ノ
J
M
筏

見
人
士
と
町
一
次
氾
車
の
監
議
，
瓦
政
町
一
乞
有
す
る
わ
台
じ
よ
け
で
は
な
く
、
同
居
苫
及
び
早
人
主
同
居

3
せ
て
い
る
首
府
、
一
し
な
と
社
会
島
念
氾

声
を
川
出
議
オ
ベ
え
と
?
略
的
ム
れ

て
人
什
吟
た
【
叶
、
山
川
、
刀

vm
の
保
誌
の
実
践
に
配
慮
し
た
も
の
と
し

ニ
?
と
ム
コ
で
主
一
ド
か

下
つ
昔
、
九
J
}』

ム
屯
グ
勺
」

料
加
え
ハ
ー
一
可
作
一
一
対
ン
品
問
ι倒
的
ナ
ル
λ

汚
極
的
十
比
入
弓
同
ハ
ソ
へ
不
v
l

↓
危
害
又
ハ
ャ
」
病

2
7

に
コ
い
て
は

ブ
J
f
J

所
為
」

低
÷
工
門
司
F

排
除
、
二
ノ
其
ノ
精
」
伸
一
吋
休
ノ
ー
三
吉
ん
凶
日
ス
バ
と
付
児
以
川
口
ノ
保
認
u
h
m

布
目
ス
ル
コ
ト
、

市
怖
ι山，

「
白
川
護
」
と
は

心
身
/
ぷ
ム
二
ノ
計
ペ
ル
マ
寸
ノ

〆
し
て
、
山
一
午
に
虐
待
お
よ

る
と
し
う
え
L
L
言、

4
tく

ーイ

j

:

l

「
刑
罰
法
令
一
一
蝕
レ
又
ハ
削
ル
ル
成

ア
ル
ー
ト

ど
い
ろ
条
件
予
付
け
ら
れ
ご
し
た
、

F
4わ
ず

J

司
法
の
円
的
は
そ
の
よ
う
な
巨
待
行
為
を
'
し
ヮ
た
さ
」
の
M
M
J
引
で
は
な
く
、

被
長
待
問
~
の
河
芸
会
一
r
む
つ
こ
と
い
あ
り

川
山
刑
法
人
i

に
触
れ
る
あ
る
い
は
触
れ
る
唐
、
が
あ
る
/
一
い
う
戸
ア
と
は
保
議
す
る
た
め
の
介
入
の

粂
仕
に
す
ぎ
な
か
、
た
こ
の
占
は
立
法
に
際

L
C
参
考
に
さ
れ
て
い
七
イ
ヰ
ソ
ス
児
革
法

)~ 

が
児

m
E比
け
に
け
川
し

ー
刑

F
罰
を
も
っ
て
対
処
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
と
は
記
な
り
、
行
政
指
圭
い

t
も
被
何
倍
児
童
の
保
護
を
使
え
さ
せ
た
も
の
一
V
あ

資
闘
の
ハ
本
仁
お
け
る
家
庭
内
の
児
童
虐
作
へ
の
対
泌
レ
〈
し
て
の
以
界

C
あ
J

た
と
も
与
え
ら
れ
る
の
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(
ミ
乙
長
待
ソ
一
戸
之
の

1dru
お
よ
び
被
虐
待
児
主
の
保
設
(
諸
条
)

戸
待
半
r

じト刈
1

J

て
、
た
万
長
官
は
、
「
児
富
一
対
ス
ル
粘
村
上
又
ハ
社
体

I
二月
Z
一
ブ
防
オ
ス
ル
為
メ
」
、
リ
主
要
に
J

ゆ
と
亡
、

A
r胤
・

条
件
よ
り
き
杭
夜
‘
虐
待
主
か
ら
波
席
待
児
童
を
引
攻
い
け
親
朕
そ
の
仙
の
以
了
、
あ
る
い
は
施
認
に
を
託
す
る
と
い
う
一
つ
の
も
一
分
を
打
引
っ

こ
と
が
で
き
る
ο

二
れ
h
ら
の

}つ
j

一
仁
ー
す
事

!

l

h

v

l

、ft

「
中
二
訓
戒
7
が
へ
又
ハ
抗
議
二
日
終
ナ
一
ブ
剖
ス
ル
ノ
ミ
二
一

7
ハ
ノ
到
民
に
「
山
中
ノ
充
分

→ ノ

一
ブ
日
開
ン
得
庁
ル
一
℃
/
ア
づ
L

と
弔
え
ら
れ
し
い
た
こ
と
が
り
、

苦
ー
の
を
~
誌
が
最
も
市
い
処
分
し
〈
凡
な
さ
れ
亡

の
第

い
七
。
な
お
、
被
虐
符
児
童
の
供
者
に
持

L
て
は
、
規
住
行
使
ま
た
は
後
月
に
対
す
ふ
机
約
を
加
、
ス
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と

、司、
J

治

R

会
関
係
む
回
か
ら
委
員
を
足
れ
し
て
ん
議
引
の
特
日
品
略
的
苦
設
げ
る
べ
き

J

じ
は
な
い
か

あ
る
い
は
処
分
に
際
し
て
特
別
の
委

民
会
に
一

d
mさ
せ
る
こ
と
日
主
厄
ド
」
一
じ
ー
い
な
し
か
と
い
う
立
見
が
あ
。
た
に
も
か
か
わ
ら
1

諮
問
絞
問
の
設
涯
を
況
だ
し
る
よ
か
っ
介
哩

山
間
と
し
て
は
、

本
続
ノ
川
処
分
ノ
知
キ
ハ
何
L
モ
限
係
事
尖
一
対
ス
ル
判
断
必
ス
シ
モ
再
度
ノ
山
守
門
的
色
ぷ
又
ハ
技
倍
ヲ
必
要
ー
ス
ル

弓
ノ

一
ア
一
フ
ス
日
明
J
汁
府
以
聡
己
/
九
k
t
A
ヲ
以
一
て
ド
L
h
y
h
y
~
υ
フ
同
料
品
川
ス
ル
ヲ
得
ヘ
シ
ー
ド
認
メ
フ
ル
ル
に
入
モ
二
見
童
ノ
教
弘
行
上
其
ノ
快
二
及

?
小
ス
影
響
手
ニ
付
一
ア
見
ル
モ
大
掛
リ
ナ
ル
長
一
員
人
会
主
ノ
煩
ハ
ス
ハ
却
ソ
ア
如
何
F
M
ヘ
ン
ト
認
メ
ラ

と山一べ2hJ一
f
て
い
る
が
、
ム
伊
寸

日付苅」悦F:'f!:，q])メ、成イ1'-i告処遇制境

門
機
関
の
一
成
置
デ
行
わ
れ
「
、

ま
た
プ
ゲ
の
必
裂
性
が
あ
る
こ
も
与
え
ら
れ
ず
に
連
日
を
方
川
否
問
に
た
久
ね
f

伽
つ
ー
こ
し
た
占
ー
は
、
救
忍
法

の
施
行
い
判
勺
て
肢
に
我
務
が
昔
〆
ノ
¥
川
忠
初

L
て
い
:
J
H
T
同
一
A
b
R
に
と
勺
て
司
蛙
争
防
い
る
も
の
で
あ
り
、
m
h
E…4
H
待
防

d
バ
一
の
け
滑

な
、
品
川
を
問
昨
な
に
り
し
め
と
原
因
の
っ
と
な
勺
と
の
で
は
な
い
か
/
一
ν
?え
ら
れ
7
Q

一

と

ご

H
規
約
主
仙
波

(第
r

ムA

士
山
八
条

以
来
に
は
、
汚
走
者
お
よ
び
注
見
人
的

υ
場
に
あ
る
背
に
上
る
信
任
か
ら
児
童
会
保
議
す
る
こ
と
を

H
的
と
し
た
制
定
の
他
、
児
童

を
市
い

Q

こ
と
を
禁

H
あ
る
い
は
制
約
し
た
業
泌
氏
J
閣
で
え
れ
て
い
た
、
こ
の
内
4

は
け
治
判
州

T
工
場
法
に
よ
J
て
決
止
え
れ
た
児
童

2
-

労
働
、
川
、
大
正
一

H
i

業
労
働
背
門
市
法
~
!
齢
法
に
規
定
さ
れ
れ
山
宇
列
以
外
の
労
働
現
場
に
お
げ
ゐ
児
童
を
似
一
投
寸
る
も
の
と
割
引
解
守
る
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こ
♂
も
で
ム
ミ
7
Q
7
、J
、
説
明
に
よ
れ
ば
「
児
主
主
付
ノ
防
ド
ハ
町
一
発
足
を
う
レ
タ
ル
絞
虐
待
児
刊
ノ
ノ
保
詩
句
以
ア
乙
ル
一
七
ノ
ニ
F

ι

ノス

歩
ヲ
進
λ

ア
川
山
可
否
問
ん
品
監
待
ノ
立
ア
レ
ー
桂
三
〆
一
五
ヘ
厳
重
…
ナ
ル
監

h

廿
ロ
〆
為
ン
以
一
フ
泊
二
ヲ
十
本
炊
一
ニ
M
M刈
ス
ル
一
非
レ
ハ
十
本

m-

b
y
会
昨
4
d
ノ
年
タ
ル
モ
ノ
ト
謝
フ
能
ハ
ス

市川J
口
円
~

つ
ま
り
氾
草
虐
待
を
平
然
に
防
止
す
る
ふ
人
め
い
は
♂
{
以
内
装
務
ー
し
児
童
会
一
崩
い
る
こ
と
を

川
市
汁
ま
た
は
制
約
す
べ
き
で
あ
ふ
と
与
え
ら
れ
ど
い
た
ぺ

そ
こ
ど
、
禁
止
対
主
業
務
の
基
準
は
「

k
童
ノ
心
ι
号
ニ
及
ホ
ス
害
悪
符
-
顕

最
H
L
J

ル
ヲ

メ
一
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
不
旦
一
パ
附
形
の
児

υ

巾
を
戸
い
世
物
に
す
る
こ
と
、
乞
九
氏
、
軽
長
・
山

J
U

な
ど
の
危
険
在
来
持
が
士

た
る
対
象
と

L
r
k
、

訪
朝
一
な
い
し
は
路
こ
で
↓
け
わ
れ
七
防
売
り
や
話
芸
が
v
ハJ
げ
ら
れ
て
い
た
れ
な

:
:
、

3
J
7
 

引
限
対
象
業
務
と

L
C
は、

お
、
ご
止
主
か
は
配
υ

刊
す
べ
き
と
戸
れ
た
業
務
に
つ
い
て
は
唱
羽
!
ハ
'
T
児
且
在
山
町
川
汁
紅
、
収
資
科
に
基
づ
い
て
限
定
さ
れ
た
も
の
ど
考

一一
J

:

J

、、

、γ
ハ
4
J
V
Jイ
ワ
/
q
A
M

同
資
料
中
の
持
殊
業
務
r

札
事
肘
〆
童
数
詞
に
お
い

l
d吋
に
件
数
が
多
か
っ
た
山
校
姓
校
な
レ
f

一
が
川
一
{
七
三
れ
て
い
な
L
と

ミ
ー
、
ー
も
、

7

j

 

ソ
ぜ
、

4
1
1
}
J
L
H

氾
金
保
誌
の
問
問
f
ー
か
ら
見
れ
ば
不
允
八
刀
じ
あ

J

一
た
と
↓
μ

わ
さ
る
を
件
な
い

5
一
費
財
F

第
四
条
・
事

τ久
木
」

川
昨
議
処
方
に
裂
す
る
苦
尽
民
主
は
原
則
し
仏
、
)
て
仮
同
」
汁
U
出
何
不
人
r

人
は
児
童
の
状
主
義
務
長
で
あ
っ

F
f

、
岡
下
が
吋
能
な
以
内
と
規
戸
一
さ

L
r
f
f
f
 

被
虐
符
児
吊
友
人
は
り
H
M対
象
者
に
人
r

め
る
べ
き
士
は
な
い
と
考
え
ワ
れ
る

「
ド
一
男
}
フ
児
童
ノ
保
設
ヲ

E
内
ト
ス
ル
モ
ノ
サ

レ
ブ
川
町
一
ア
門
宗
一
係
者
間
込
分
一
戸
臣
官
ス
ル
初
日
開
7
せで

J

川
正
童
又
ハ
児
問
ノ
扶
養
義
務
者
二
一
於
ア
口
封
セ
ン
ム
ル
ハ
パ
?
ロ
由
民
亡
F
)
卜

説
川
さ
れ
/
し
お
り
、
児
童
の
保
議
そ
王
た
る
い
い
い
的
と

L
て
い
る
ァ
ャ
と
か
ら
挟
安
義
務
ー
す
だ
け
と
は
ヘ
ふ
く
川
γ
童
も
負
担
す
べ
き
者
と
す
る

こ
レ
に
つ
い
て
は
問
認
が
あ
る
と
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
「

立
市
は
品
川
い
小
で

る
こ
と
、
そ

L
」
本
九

イ弓

又
は
い
抗
震
予
湾
w
臼
カ
ふ
り
の
い
弁
川
肢
が
小
可
能
な
資
沼
に
つ
い
じ
は
在
府
県
の
負
刊
と
一
一

1
Q
こ
2
が
州
市
丘
条
ト
規
定
さ
れ
L

お
り
、
対
象
者

の
京
放
に
は
佐
川
叶
力
に
乏
し
い
者
が
少
な
J

な
い
干
)
と
か
ら
、

戸
大
官
ぶ
に
は
法
的
川
町
が
白
川
刊
す
る
う
l
λ
が
多
く
な
る
ご
あ
ろ
う
こ
と
は

宍
ト
句
同
い
加
に
た
て

J
F

ける
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4
一旦日
UY
一がし

一ゑ犬、パ川削

品，、

旧んい
[

l

防
護
の
河
口
か
ら
、
児
了
ヤ
聞
い
る
一
と
を
禁
止
あ
る
い

じ
違
反
炉
問
崎
〈
川
は

ア
}
ふ
マ
九
州
出
川

罰
ヤ

M
h長
J

し
が
行
う
-
ア
〆
一
の
で
主
る
罰
則
の
由
何
度
よ
り
も
M
V

レ
い
罰
則
ご
あ
る
、

年
以
ト
の
慾
役
又
は

f
川
以
ト
の
罰
金
に
込
す

こ
レ
?
?
叫
疋
さ
れ
て
い
た

仁
対
し
て
は

h
円
川
以

ま

M

川
法
施
行
仁
村
つ
れ
を
あ
る
い
は
ふ
~
員
の

τ
の
罰
金
に
処
す
こ
と
や
煽
t

ぶ
し
た

、、、
2

、

b
T
ハd
ャ
J
ト
マ
/

白
出
円
と
い
う
の
は
上
場
法
な
ら
び
ド

T
Lラ
ガ
俄
ぃ
己
最
氏
自
汁
締
法
に
制
定
さ
れ
た
凶
始
、

妨
宝
円
行
ぬ
に
け
川
ず
る
山
司
令
と
日
額
じ
あ
る
、

な
お
、
は
け
法
施
行
に
関
L
9
る
ほ
什
費
に
問
1J
て
は
、
被
占
R

待
児
巾
J耐
久
ヨ
費
補
助
と

L
て
年
額

ρ
万
円
が
A

L

さ
れ
て
い
た
が
、
ぞ
の
一
比

九

分
/
一
と
認
さ
れ
一
、

叶
d
?
と
し
て
ー
安
一
d
J
Fベ
童
九

る

こ
の
数
字
は

;引

込L

市:1

主f 二

守主

をハ

喜c)
y 、

対~

に
被
虐
行
ハ
ポ
包
単
一
に
川
三
れ
一
常
引
を
長
j
る
告
に
関
7

-

て
は
、

山
人

ウ
」
ナ
位

パノハ」ぺ〕ハ〉凶什ノ

穀
M
K
w
r
円
又
は
依
兄
人
に
よ
る
虐
斗
討
の
徒
主
l
m
包
は
'
二
員
、
ぞ
れ
以
外
の
保
夜
頁
作
者
よ
h
むJ
待
ネ
ヨ
げ
た
い
ん
童
の
山
続
権
与
汀
rv
ん
は
院
古
人

日付苅」悦F:'f!:，q])メ、成イ1'-i告処遇制境

が
い
る
昔
の
場
人
い
は
半
数

い
な
い
場
合
は
全
国
戸
こ
ー
コ
え
円
計
九
九
人
、
』
第

L
林
市
」
業
h
v
に
闘
し
て
は

三
一
八
=
一
人
の
七
割
ど

L

亡
五
C

L
、
そ

L
て
第
に
い
取
も
件
数
の
多
い

ま
た
は
ハ
イ
本
満
の
長
い
チ
に
別
〕
て
は
一
〈
ソ
コ
L

ぃ
二
人
引
一
心
一
万
円

ゃ
い
批
出
待
問
主
と
に
ヘ
ふ
し
て
そ
円
六
百
の

一
四
人
を
対
義
者
?
〆
一
三
、
け
ー
一
パ
力
団
p

へ
と
〕
ど
子
片
付
を
ー
一
ト
し
し
い
る
が
、
恥
に
深
刻

な
状
況
い
あ
る
被
虐
行
川
児
車
の
保
護
を
沼
-
止
し
た
も
の
レ
し
て

ι、
必
袋
一
げ
の
予
算
ご
あ
っ
九
一
の
か
疑
問
日
叫
ん
吟
J
心

U

阿
川
和
八
年
児
童
虐
待
訪
止
法
案
審
議

児
γ

一
巾
点
待
防

H
法
案
「
い

刀口

F
r

一円、
+i!

日
;l
ノ
イ

一月

l
H
に
政
財
に
よ
っ
て
衆
議
院
に
提
出
さ
れ
、
川
県

l

u
の
第

計
川
北
九
お
に
お
い
て
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述
掛
内
務
犬
同
に
と
ム
叫
川
民
主
提
出
の
趣
旨
必
明
ζ

ム
広
支
を
付
託
す
く
支
を
「
買
の

れ
p
f
r
c

そ
の
後
、
川
月
十

U
か
ら
J

ヘ

円
に
L

や
け
て
行
わ
れ
た
委
員
会
い
お
い
と
部
分
修
花
と
希
望
丸
へ
事
が
付
与
れ
、

司
十
八
円
の
大
7
三
一
小
川
で
委
員
会
科
生
が
行
わ
れ
と
修
H

来
が
i
f
パ
れ
き
れ
た
〉
止
下
川
政
院
?
?
以
一
刈
行

じ
の
第
二
一
山
会
に
お
い
ど
内
必
政
務
次

L野
桜
降
六
に
よ
る
川
以
来
の
却
即
日
じ
説
明
p

拾
い
別
委

円
月
内
決
{
刈
が
竹
わ
れ

二
一
円
に
符
叫
一
九
久
白
人
訂
ド
ナ
打
わ
れ
た
結
果
、

」一町、渋、

伺
円
十
じ
か
り

事
二
十
川
じ
の
本
九
日
一
誌
に
お
い
て
ム
を
白
川
長
報

E
が
じ
わ
れ
ん
伎
に
U

刑
法
案
は
円
「
仏
ヨ
」
れ
、

カ
回
初
入
r
十
何
万
一

こ
こ
に
法
律
第
川

0
5児
巾
虐
待
防
止
法

児
童

R
待
命

U
法
案
と
何
時
刻
に
は
少
今
日
以
護
法
案
内
幸
一
議
が
行
わ
れ
て
い
る
。
以

日
に
公
布
さ
れ
た

G

ヘ
ー
か
い
ワ
、

『

J
:

下
で
は
ロ
児
市
左
待
川
止
法
案
の
趣
行
説
明
お
よ

で
山
審
議
直
在
力
紛
す
を
打
、
っ

法
案
提
出
理
由

「
川
公
童
虐
待
防
止

μ議

1
2
J
 

一
』

に
つ
い
て
、
日
山
本
内
務
大
止
が
汁
っ
た
読
明
か
ら
は
、
ま
ず
前
崎
と
い
て
、

現
権
寺
内
向
、
保
設

~yfv

↓
サ
川
是
ね
U
U
J

五〉
i
H
f
l
l

3
な
と
に
よ
る
い
川
音
エ
ち
ね
と
山
川
町
山
成
長
い
い
悪
犯
鞘
一
H
b

及
ぼ

F
と
与
え
ら
れ
た
業
務
が
、

児
以
川
の
健
康
?
を
い
引
な
、
ぺ

将
来
的
に
同
家
に

間
同
'
戸
在
も
た
ム
す
も
の
で
あ
る
ん
f

ぃ
、
っ
訟
A
M
P
J

存
ι
1
1
J

て
い
p

h
と
が
判
明

4
0匂
〉
そ
い
わ
に
ん
し
と
従
川
市
の
や
い
な
京
/
し
て
は
い
民
法
ゃ
刊

法
に
札
訓
示
が
な
い
わ
け
て
は
な
い
が
、

ま
た
、
被
虐
待
児
の

ド
田
川
す
る
託
手
か
欠
如

虐
待
を
京
極
的
日

ve

頃
防
ず
る
よ
う
な
規
定
、

J

て
い
る
ァ
こ
か
ら
川
童
虐
伐
防
止
法
宗
を
世
淀
川
)
た
ζ

い
う
河
川
か
述
べ
ら
れ
て
い
る

ま
た
、
川
市
中
市
の
主
7
d
河
台
げ
は
一
点
古
じ
り

成
什
に
お
り
、
信
一
一
が
規
悼
ち
ゃ
れ
れ
ふ
す
よ
u
刊
に
よ
る
児
童
席
待
に
対
ず
る
児
車
仮
設

7め
h

、
訓
点
、

の
詮
議
、
き
し
て
被
告

~
「
児
を
川
市
一
告
に
委
託
す
る
こ

2
4一切
J
屯

L
て
い
今
u

第
は
げ
寸
殊
事
楽
に
心
け
る
児
亭
便
増
の
禁
止
で
あ
り
、
只
体
的
に
は
不
具

附
形
ノ
児
市
を
児
位
物
ト
J
q
Q
ニ
レ
¥
/
ム
設
を
さ
せ
た
り
乞
交
に
利
川
す
る
こ
と
、
み
し
ご
一
将
来
、
山
応
寺
の
危
お
な
条
件
油
に

児
市
在
使
用
す
る
こ
と
の
埜
小
川
を
川
附
一
定
し
た
c

第
一
一
が
市
川
市
使
川
の
航
以
寸
あ
り
、
児
車
じ
F
込
山
に
関
わ
る
ま
た

の
あ
る
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実
務
に
ん
必
ず
し
て
は
地
万
長
斤
が
制
限
を
油
、
え
y

三
一
/
一
キ
規
定
L
P
C

そ
の
伎
、
こ
の
践
烹
に
ヂ
〕
て
は
、

訂
品
川
山
知
計
外
?

i

二
名
捉

出
未
成
今
告
紋
自
禁
ぺ
止
法
己
改
正
法
体
茶
外
r
l
r
r
H
ノ
4
1

河
川
町
一
一
併
L
L

付
託
七
↑
フ
レ
ン
コ
ト
マ
刀
?
ミ
マ
ス
!
こ
い
つ
討
論
が
上

nuf十
古
川
公
員

か
ら
泊
さ
れ
異
議
な
し

ζ
L
て
保
択
さ
れ

衆
議
続
で
の
審
議

月

一
ハ
、
む

J

午
救
設
川
け
い
一
九
J

員
会
の
村
正
設
定
と
し
て
の
児
市
虐
待
↓
功
止
法
案
の
審
会
が
治
ま
っ
た
。
半
京
区
十
一
っ
て
丹
羽
成

川
委
員
か
レ
M
M
装
組
骨
の
誌
問
が
打
わ
れ
た
c

内
'
八
ナ
い
は
辻
本
提
出
時
の
弘
明
と
ほ
ぼ
同
じ
ど
が
、

れ
ま
一
で
被
虐
待
児
童
の
似
設
に
隠
す
る
制
度
が
存
科
し
な
か
っ
た
た
め
、

殺
と
た
児
童
の
川
町
業
宇
一
つ
い
て
は
こ

3
 

今
は
は
持
に
そ
の
打
開
選
に
つ
い
て
規
定
し
た
こ
と
、
禁
止
装

拐に一、
J
L
J
、
は
、
業
務
日
体
主
同
待
l

町
ノ
な
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
札
L
h
よ
肢
が
万
し
、
違
反
し
た
場
九
三
同
政
宗
を
利
ず
る
こ
と
、
ま

九
一
、
ム
ニ
可
と
ま
ペ
に
は
い
?
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
業
務
長
制
限
し
て
氾
童
ム
白
川
開
設
す
る
と
い
う
肌
守
口
あ

J
Y
」
と
が
強
柑
附
さ
れ
て
い

そ
の
伐
の
凶
誌
で
は
、
私
ん
?
一
刊
し
仁
実
L
d
m
w
占
自
に
ひ
ね
官
円
三
す
な
t〆
J
U
L

蒋
認
す
る
し
民
間
に
始
ま
り
、

-

〉

ヘ

バ

矢
と
第
七
条
の
関
係
、

日付苅」悦F:'f!:，q])メ、成イ1'-i告処遇制境

っ
こ
ぬ
虐
符
児
吊
の
保
護
刷
設

{
〉

J

禁
「
ム
業
持
J
C
山
本
の
安
当
件
、
一

f
)
児
童
吃
待
と
し
て
の
ー
一
一
い
p

-

問
沼
、

、
)
が
汁
↓
人
の
与
ア

件
な
ど

り
!
げ
ら
れ
た

(
1
)
治

条

と

第
J

〕
条
の

山
引
委
門
司
よ
リ

恒
待
い
け
川
ず
る
介
入
条
件
の
一
つ
で
あ
む

1

国
寸
刑
罰
渋
ノ
下
ニ
M
M
レ
又
ハ
独
ル
、
車
ア
ル
陽
台

(ほ
E
市

条

は
、
悔
い
ヰ
川
ヰ
ヤ
ロ
r
一
言
責
任
者
出
烹
と
い
て
た
事
釈
が
該
山
ー
す
る
と
町
内
わ
れ
る
が
そ
の
J
う
右
刑
罰
法
山
刊
に
触
れ
る
υで
ー
に
対
し
て

じ
ハ
リ
な
の
か
、
刑
法
の
緩
和
日
な
す

C
Lま
わ
な
い
か
と
い
う
折
裕
、
そ
し
て
禁
止
業
務
に
持
す
る
第
七
条
は
、
刑
罰
法

規
に
一
取
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
や
二
条
J

の
関
係
F
〈
点
し
て
い
な
い
か
と
い
う
指
杭
が
な

3
れ
そ
に
こ
の
ト
ハ
は
員
挟
杭
に
お
い

C
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もロ川
υ

叩
の
υ)
川
崎
~
J
J付
わ
れ
て
お
け
、
児
虐
待
防
J
T
J門
家
が
対
象
を
広
く
す
る
こ
こ
に
よ
っ
て
多
く
の
川
主
主
主
一
併
談
し
よ
う
y

L

F
二

と
が
、

司
法
内
出
解
な
ら
び
に
実
施
を
徹
底
さ
江
9
Q
F
」

1fご駐
J

く
さ
巴
ご
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
れ
つ
れ
る
一

こ
れ
ド
汁
レ
て
は
い
い
ハ
羽
は
、
「
安
法
古
人
道
内
ノ
リ
場
古
ブ
、
道
徳
川
山
ノ
ど
カ
ラ
リ
法
武
サ
レ
ァ
居
)
γ
λ

ル
関
係
h
ラ
波
』
尼
待

児
車
内
保
定
一
ウ
セ
重
誕
し
と
い
る
の
と
訓
戒
や
保
護
処
分
で
対
芯
ず
る
:
と
を
考
え
て
い
る
こ
と
、
品
、

L
二
「
条
と
の
河
係
に
つ
い
て
は

罰
引
を
常
的
て
U

7

Q

以
L

、
し
グ
盾
一
?
る
も
の
と
は
な
い

2
存
え
亡
い
る
が
、
没
者
の
需
品
川
ば
必
ず
し
も
白
、
日
刊
に
よ
以
し
と

ιの
で
は
な

い
れ
な
お
、
陸
、
十
仁
刻

L
C
山
抑
制
は
さ
り
日
潟
市
岳
、
ー
一
百
二
一
ノ
コ
刻
ガ
子
一
一
ワ
ヘ
タ
場
合
、
判
明
ハ
7
J

ご
刻
、
ン
一
ア
絶
対
ノ
権
利
ヲ
村
ソ
テ

μ
小
川
ル
コ
一
ノ
ヘ
i

ハ
私
考
ヘ
マ
セ
ヌ
、
引
ウ
バ
ァ
続
入
品
幻
ノ
ド
件
、
i

ン
子
市
ゲ
♂
ス
、
人
f

ハ
親
ハ

f
位
一
一
台
々
ノ
ゴ
、
ヲ
J

こ
一
ノ
モ
ル
怪
枇
ダ
ヘ
J

ア
ハ
ブ
ヤ
ウ
一

yv
ヘ
ァ
市
リ

r
ス、

H
4
へ
ん
デ
子
供
一
一
行
設
ヲ
引
て
タ
品
川
「
フ
、

ソ
レ
ハ
暴
行
傷
付
勺
一
ハ
ア
フ
ヌ
L

忠
ピ
マ
ス
が
、
川
法

ノ
川
町
宮
ア

ν
持
ヱ
リ
刈
プ
一
育
ヘ
パ
、
ア
ル
ノ
マ
ハ
フ
イ
刀
k

思
7

ノ」

と
述
べ
て
い
る
が
、

H
析
が
当
時
根
強
か
っ
た
と
さ
れ
る
識
の
子
に
対

つる

相支 白
恵 子守

守 主主
}11 に
童向
し乃 ~~lj 
fJt~ふ
誌 11

3告:
"二一叫川、

，る与

J斗

i 弓よみ
F内「
:汁w

視

る

1μ メ

f牛
，~ よ

-"" v 

3支k 
ヲナ許、

保
護
地
一
誌
に
悶
す
ゐ
「
サ
ウ

f
フ
施
設
ガ
去
十
す
司
十
人
二
存

ι/子
出
ベ
ル
ノ
ア
ス
力
、

T
A
J、
ヲ
施
行
ス
ル
為
一
V

甘
ぺ
拍

d
q
J
一
一
院
予
シ
メ
、

又
ハ
~
円
二
抗
ァ
之
7
設
2
1

一ア、

此
弘
置
ヲ
為
ス
二
巾
現
隠
L
/

力
}
ブ
ン
〆
レ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
カ
と
い
う
山
析
の
問
い
に
対
〕
丹
羽
は
、

話人心

F
N
L
育
児
涜
か
阪
に
立

hOす
石
油
、

救
立
法
い
肌

C
u以
降
パ
ホ
議
施
設
が
土
石
し
つ
つ
あ
り
収
容
力
が
噌
】
し
て
い
る
油
、

司れぞれい部陶芸

て
に
正
詰
TM1一打ハ、ィィパじがス山りーよ一一つ
-
Y

い

L
か
し
な
が
ら

統
治
太
川
の
状
況
い
お
い
7
K
M
山
設
の
J
T

川
十
~
が
実
際
に
可
能
で
あ
3

た
か
い
、
っ
か
は
疑
問
が
、
伐
る
の

(

1

d

)

渋
川
宗
務
対
象

委
員
会
に
お
け
る
が
設
の
中
心
は
汁
い
長
第
七
条
の
禁
ι
l
h
ド
業
の
妥
当
注
寸
あ
シ
た

r

玩
川
長
H
れ
は
先
ず
蝿
{
疋
メ
れ
(
に
い
る
軽
条
牛
山
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ぶ
が
そ
も
そ
も
定
何
三
の
か
、

ま
た
、
十
一
試
を
什
込
む
こ
と
は
出
待
に
な
る
の
か
ご
い
つ
託
技
を
呈
し
た
が
、

、~川州土、

日
物
1

〆
)
}
て
の
経
一
ミ
や
出
応
勺
あ
れ
ノ
、

虐
待
を
公
け
と
い
る
こ
と
が
明
九
か
な
坊
ム
円
だ
と
説
明
」
た
っ
絞
い
て
円
江
川
は
ハ
ー
且
ハ
ド
-
U
わ
の
川
口

車
を
E

凡
社
物
に
す
る
こ
ζ

に
悶
〕
と
は
、
骨
一
同
家
出
で
は
見
J
U

物
に
な
る
こ
と
で
大
を
い
A
d

る
こ
と
が
で
う
る
乃
て
仕

h
が
な
い
の
で
は

な
い
か

本
γ

へ
が
恥
己
卒
、
ど
は
川
町
じ
ど
い
な
け
れ
ば
広
い
の
ご
時
J
H
す
る
必
烹
は
な
い
の
で
は
な
い
か

さ
に
円
い
野
総
「
万
三
八
発

'← 
」

Jζ 
L 

J 

使
、
時
形
ノ
省
弓
牛
ム
ト
バ
寸
ノ
「
}
「
ハ
剖
ノ
罪
悪

7
7
ル
、
所
日
係
「

2
1
r
一一十

y

ア
行
ク
ノ
ハ
、
安
二
断
レ
デ
ア
ル
ト
一
y?ノ
コ

r
ハ、

山
間
ノ
ヘ
号
、
ン
テ
進
怯
約
一
一
円
山
川
氏
メ
ル

ツ
ノ
救
訓
-
-
ト
リ
マ
ス
、
同
と
寺
弓
一
ア
モ
見
セ
ヌ
よ
今
コ
ト
円
、
山
/
小
三
サ
ウ
r
U
7

石

f
ア
ル
ヘ
i

p

ム
ブ
7

戸
巧
宏
一
ブ
セ
メ
よ
r
h

ワ
ゴ
y
t

ハ
、
い
叶
ウ
式
ブ
汗
ト
カ
ア
ル
ト
一
式
ブ
コ
ト
ノ
教
育
材
料
タ
容
ブ
モ
ノ

7
ア
リ

γ
λ
」
ど
し

て
伊

J

ろ
道
徳
的
に
均
防
本
が
あ
る
の
一
じ
ー
い
な
し
か
と
i
張
し
た
が
、

丹
市
山
は
、

賛
同
家
庭
仁
対
し
て
は
見
世
切
で
は
な
く
救
護
誌
に
よ
ふ

放
済
が
m
川
背
心
さ
れ
て
い
る
他
、

見
附
羽
山
さ
れ
て
い
る
況
声
が
荒
恥
人
u
b
一
持
た
な
い
こ
と
ー
一
戸
休
い
が
れ
也
な
の
だ
と
谷
え
て
い
る
〕
設
設

ムi
p

よ
利

u
T
L

去、

t
l
l

ぃ

l

さ
ら
に
山
併
よ
り
氾
叩
ー
虐
待
防
止
以
よ
り
も
r
三
也
出
を
徹
ι
民
さ
せ
札
ば
良
、
い
の
で
は
な
い
か
と
¥
つ
指
崎
が
あ
る
と

と
も
に

mm点
付
防
ん
法
施
行
の
い

k
y一
ア
に
勺
い
て
長
闘
が
行
わ

uzたっ

こ
れ
に
わ
判
♂
て
汀
札
は
、

.，L. 
Jと l

E語、，

ノ
枇
[
封
ヲ
市
助

日付苅」悦F:'f!:，q])メ、成イ1'-i告処遇制境

-Hセ
ル
積
り
ぶ
ノ
ア

η
マ
ス
、
山
川
ト
ノ
カ

ノ

ju必
い
ん
は
ダ
ム
ソ
デ
ハ
不
7

ぺ
刀
卜
尽
ヒ
マ
ス
カ
一
ソ
、
ト
ハ
パ
ニ
問
委
員
u
で
ノ
子
一
プ
娯
ハ
マ
ヘ
r

作
製
刀

ア
ル
ト
思
レ
マ
ス
、
方
出
妥
口
ハ
以
書
法
ノ
引
一
一
事
パ
カ
1
ノデ
1

寸
ク
、
色
々
ノ
は
一
一
位
巧
ス
ル
ト
去
っ
〆
「
ワ
L
/

関
係
一
一
7

パ
寸
ス
カ
ラ
、
此

4
}
 

方
河
J

一
週
当
ナ
人
一
一
活
科
目
、
ン
ア
u
R
フ
コ
ト
二
段
、
J

タ
イ
ト
忠
己
マ
ス
一

v

答
え
て
い
る
が
、
山

4

刊
は
担
い
手
を
さ
ち
'
J
、
「
配
す
る
こ

と
を
重
ね
に
強
芳
し
た

で
こ
同

b
v一
吃
侍
と
し
て
の
川
円
い

f
清
副

児
り
巾
出
円
待
一
mJ止
法
山
茶
の
山
口
回
目
に
は
当
持
貰
い
子
殺
し
市
上
体
が
新
珂
を
に
ぎ
わ
し
て
い
た
こ
と
が
指
椅
さ
れ

E
い
る
η

を
の
持
述
で

川
問
中
公
民
は
ー
数
日
京
新
町
二
粧
ニ
山
一
ナ
ハ
旨
リ
マ
ス
貰

f
ノ
虐
殺
、

制
ウ
十
日
フ
汀
刊
ノ
取
締
ご
間
ン
マ
シ
一
ア
ハ
、
法
律
一
不
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怖
ガ
ア
ル
ト
六
一
ブ

ソ
レ
ハ
円
ト
ヘ
ノ
ル
円
、
律
日
ノ
ハ
子
供
ヲ
ー
一

;}F
司
、
日
ウ
サ
ヘ
ス
〆
パ
官
ィ
ト
ア
一
フ
ダ
ケ
J

ノ
ア
ル
均
一
後
九
一
ア
モ
山
一
円
ヘ

4
〕

ス
ト
一
式

7外
川
口
小
川
ト
例
一
刀
新
聞
一
戸
坂
ハ
レ
ア
ワ
川
ル
一
、

v 

人
/
呂
ガ

円
い
7

J

の
殺
一
声
や
虐
待
辻
、

f
パ
ー
同
然
な

つ
ま
リ
、

ば
〆
貰
い
f
h
J
ご
き
る
-
ア
〆
一
を
部
川
悦
で
き
て
い
な
い
と
い
う
占
J

で
府
民
い
子
の

j
M

清
川
ば
あ
る
の
で
は

4
い
か
と
お
捻

L
I上

c、
治
八
条
の
よ
う
な
九
浪

C
十
分
社
心
む
き
る
カ
か
レ
説
明
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
同
法
施
行
い
主
っ
て
ほ
し
市
保
護
の
明
白
J

か

旬
、
警
察
右
、

h
河
川
判
長
、
方
向
委
員
な
ど
が
十
分
監
封
ず
る
て
と
が
で
能
に
な
る
し
k

け
羽
は
説
号
し
て
い
る

U

(
5
)
イ
ハ
人
の
条
什

一
一
条
の
介
人
粂
引
に
つ
い
f

、
小子一一、中山ハケ
)

4

r

文
民
、
か
-
り
は
、

被
虐
待
出
〕
且
の
保
誌
が
討
批
で
あ
る
な
ら
ば
、
川
司
法
令
に
紅
れ
る
か

と
う
か
は
問
山
で
は
な
い
の
か
と
い
う
資
制
が
山
吉
れ

ご
れ
に
刈
し
ご
は
、

単
体
可
の
内
容
を
あ
る
湾
民
間
経
ド
刻
J

疋
し
な
い
ぜ
と

J
t
Eが
十
、
ω
一
71草
J
J
マ
守
一
と
、
ユ
ハ
一
、

f
正

戸

ス

L
I
d
-
-

千

被
虐
待
泡
車
山
川
同
議
に
際
し
て
は
段
位
者
r人
γ
y
h
m
凡
人
の
枠
利
L

対
す
る
制
川
は
う
行
わ
れ

る
川
町
訟
机
い
が
あ
る
丈
め
、
事
長
の
介
人
条
刊
と
ー
コ
、
は
暴
行
、
傷
害
、

監
禁
、

A
M
P
を
強
制
す
ゐ
ト
y

い
っ
た
早
川
内
か
想
J

疋
υ

て
い
る

と
い
う
説
明
が
行
わ
ι
J
J
J

A

淫
の
質
疑
の

UK
、
出
貯

私
リ
主
不
一
案
に
対
す
る
リ
伶
』
の

た
U

そ
の
主
な
内
科
は
、
山
口
同
ぶ
れ
を
削
除
仁
、
社
刊

ぺ
条
と
治
ム
4
a
t
と
し
て
「
地
方
長
{
C
ハ
野
菜
、
山
「
川
又
ハ
一
戸
口
一
就
キ
若
ハ
送
路
二
於
フ
行
』
ノ
詰
芸
ノ
演
山
ポ
ハ
物
品
販
売
廿
ハ
ノ
池
ノ

業
務
及
行
為
?
ン
ァ
児
童
/
一
恒
待
一
川
市
1

1
ヘ
ハ
さ
ブ
一
読
八
九
ス
ル
虞
マ
ル
モ
ノ
二
刊
必
要
ア
)
ト
d
v
ム
ル
ト
ー
ハ
見
高
ヲ
市
プ
ル

7

ト
ヲ

議
汁
シ
又
ハ
山
割
以
ス
ル
「
一
ト
ヲ
小
川
一
偽
記
U

1

前
項
/
楽
務
及

14乃
ノ
種
知
ハ
で
y
神
λ

八位ノ」日
7

と一一
9

る
こ

2
ご
あ
り
、
干
の
思

山
は
、
児
市
虐
待
均

H
伐
の
円
前
は
い
児
童
を
仮
設
す
ゐ
こ
し
〈
ワ
あ
り
、
営
菜
を
取
り
締
ま
る
こ
と

fλ
は
な
い
た
め
~
と
あ
っ
た
さ
り

一
山
析
か
レ
は
ー
政
府
ハ
救
業
法
日
ア
ペ
庄
刷
用
シ
戸
弐
同
諸
国
体
ヲ
科
目
別
J

刀
一
ア
本
法
ノ
目
的
作
一
成
ご
荷
造
渋
ナ
ヰ
ヲ
県
セ
ラ
レ
シ
マ
ト
弓
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とヲ
ニ子ニ

ム

f

す
る
希
望
条
一
吉
川
口
動
ふ
が
行
わ
れ
た

内附
J
江
ι

己
れ
た
第
レ
い
久
対
へ
仁
つ
い
て
は
、

救
設
法
が
週
切
に
週
い
閉
山
さ
れ
た

そ
の
閉
山
…
は
、

な
ら
ば
同
然
消
滅
す
る
も
の
な
の
で
、
日
比
川
の
来
合
唱
業
到
休
キ
叔
円
叫
川

L
C
そ
の
μ
門
的
や
述
戒
す
べ
き
で
あ

ω
とよ号、
x
p
た
め
と
あ
る
の

7

1

ノ

j
i
l
l
i
、

:
れ
し
主
午
、
!
一
平
は

f

代
肘
案
そ
迎
当
り
と
げ
ワ
え
る
も
の
の
一
、
修

d
L
ご
も
口
同
町
中
山
内
目
的
は
た
片
市
川

t

蕊
に
達
せ
ら
れ
る
と
判
断

L
C

討
論
に
呉
ぷ
な
し
と
し
と
、
何
京
入
目
へ
討
は
ト
ム
主
亡
一
作
け
悼
ん
，
汁
法
案
に
対
す
る
修
正
案
異
一
一
一
J

な
し
、
A

小
型
丁
条
司
仁
対
し
て
も
畏
設
な
し
と
し

一L
吐
副
会
し
た賞

議
院
で
の
審
議

員
校
院
に
お
レ
て
は
児
童
点
汚
防
止
法
案
特
別
委
員
会
が
設
け
ら
れ
、

γ

ー
と
し
て
~
i
)
虐
待
の
範
同
お
よ
び
恰
I
L
!
と
虐
待
の
関
係
、

同
法
位
行
上
の
杯
一
月
古
、

f

J

F

親
子
へ
の
介
入
の
叫
し
さ
む
と
が
収
り
げ
ら
れ
た

一
点
侍
の
恥
川
お
よ
び
治
I
E
と
虐
待
の

出
ー
ハ
匂
の
軌
川
川
に
つ
い
て
す
山
山
引
を
求
め
た
品
委
員
に
対
じ
て
、

丹
江
政
府
是
正
民
は
山
三
献
院
以
徐
に
い
半
な
る
出
待
で
は
な
く
、

保
古
な

日付苅」悦F:'f!:，q])メ、成イ1'-i告処遇制境

ど
の
日
採
刊
司
法
令
に
触
れ
る
程
度
に
足
っ
た
も
の

の
虐
待
灯
、
あ
る
と
訊
問
し
た
そ
の
説
明
を
前
提
1
7
二
¥

晶
子
公
開
は

米
議
読
で
修
正
が
ノ
打
わ
れ
た
杯
出
末
、

T
h

具ハ肘
rd
れ
を
は
兄
川
μ

物
に
ず
る
こ
と
や
七
品
川
〈
J

守
一
ち
片
い
る
こ
と
は
ぶ
案
の

「
虐
待
」
に
は
で
間
半
↓
一
に
な
い

の
で
は
な
い
か
と
重
ね
一
、
の
一
回
出
そ
一
打
つ
之
が
、
こ
れ
に
対

ν
て
丹
引
は
、
虐
待
で
あ
り
、
人
送

i
遺
憾
の
事
情
で
は
あ
る
も
の
の
、

法
令
木
今
一
日
出
す
人
J

め

γ
修
一
日
い
対
し
に
貫
一
TA
を
唱
え
な
か
っ
た
レ
達
、
へ
、

さ
ら
に
守
安
員
が
挙
げ
た
事
前
は
、
一
丁
法
γ

八
百
が
ど
う
い
う
来
合
又

は
行
為
を
品
川
h

り
長
官
が
禁
汁
杭
促
す
る
か
を
疋
め
る
こ
し
L

に
な
っ
て
い
る
の
、
こ
の
抗
手
で
対
芯
が
、
去
る
と
答
え
た
ハ

こ
の
抽
出
虐
待

円、潟

L
て
は
、

JH
川
委
員
よ
れ
、

山
内
パ
パ
昔
ノ
ウ
佑
者
ノ
か
午
ハ
、
山
川
ん
じ
千
ヲ
防
パ
刀
門
出
前
ナ
コ
y

i

ヲ
シ
チ
稽
+
U
ヲ
什
七
夕
よ
去
ブ

Z

7

t

ヲ
庶
イ
テ
居
リ
マ
ヌ
グ
川
、
左
係
プ
コ
ト
ハ
半
家
ノ
中
ニ
入
y

子
岩
一
ソ
ヌ
ノ
デ
y

リ
マ
ス
う
」

μ
い
う
、
す
訟
な
梢
占
J
U
法
案
の
規
'
疋
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す
る
出
待
に
ぷ
市
ヱ
ヲ
ム
叫
の
か
ど
へ
か
μ

い
う
質
問
が
出
た
が

れ
に
w
ん
し
一
、
l
~
羽
は

府
代
汁
か
こ
み
か
は
紅
会
一
般
の
凶
間
人
phF、白川で

あ
九
一
4

石
川
百
円
質
問
の
L

h

う
な
苛
酷
な
ぞ
の
は
虐
待
に
は
該
当
て
な
い
の
で
は
な
い
し
庁
と
司
符
」
ご
。
バ

へ
初

(
の
一
)
同
法
施
ノ
f
k
の
初
乃
若

竹山
z呪一人
J
q一は、

P

去
り
川
に
到
し
て
民
山
の
計
余
事
業
司
外
と
連
携
す
る
必
夜
会
一
指
抗
す
る
レ
と

b
に、

R
問
司
一
体
レ
一
淳
一
同
出
し
た
場
八
い
に

月
八
外
的
に
ど
の
」
つ
に
尖
ぬ
づ
ム
万
一
い
に
か
一
切
疋
l
J
て
い
る
の
か
民
社
し
ん

こ
れ
に
対
し
て
丹
羽
は
、
[
ぷ
間
同
体
2
の
連
携
の
長
山
氏
A
1

を
認
め
、
当
問
は
方
函
委
員
が
一
色
々
討
会
/
川
世
田
ヲ
は
T
、
サ
ウ
ン
テ
止
也
話
ヲ
入
ル
人
-
J一
一
ア
ず
川
町
ソ
ノ
ー
で
人
カ
一
y
、
ザ
ウ
一
今
人
達

ノ
中
カ
ユ
ノ
ロ
車
モ
阪
氾
童
保
設
一
感
心
当
y
f
h
l

ウ
ブ
人
口
ノ
博
一
ピ
マ
ン
子
、
出
法
案
ノ
μ
一
川
れ
一
い
什
キ
マ
ン
テ
ハ
協
力
シ
テ
H

7

k

ぶ
ノ
マ
ト
)

孜
シ
h
y
J

と
ヲ
る

p

」
と
、
そ
し
て
同
法
案
が
成
立
し
た
場
合
に
は
民
間
ご
県
童
長
待
μ

抑
止
め
絵
師
杭
川
停
が

f
ら
れ
る
動
さ
か
め
ふ

レ-い
λ
J
ニ
!
と
え
一
伊
T
h
y

し、

て
L
フ万一
f
y

が
明
ら
か
に
さ
れ
れ
L

排
中

'
n
H
h
必巾し一、

そ
う
、
工
作
民
山
凶
体
と
の

f 
cあ

1) 

は
、
打
点
汚
半
い
去
の
花
見
と
中
〕
出
h
r
j
H
H
長
員
そ
の
他
の
民
間
凶
体
的
人
に
~
い
い
せ
、
五
五
一
の
処

rγ
は
池
L
り
長
h
H
M
Y
行
、
っ
、
ゐ
る
い
は
地

(方
3 長

口
殺の
r 、

戸、 t守

ぴ戸'

介 lノム
入 μょ
の民
院が

{j 

h 
カ〉
?二

三三

、

親
い
か
一
戸
一
も
に
虐
待
を
行
っ
p

日明ハ足、
J

小
一
コ
と
も
視
↓
f
…
同
日
時
に
介
入

L
C
子
!
こ
も
を
転
落
す
る
一
一
と
は
賎
し
い
の
て
は
な
い
か
に
い

d
h

、

}
j

ハ
1
1
5
r
一
己
一

一

y

J

d

f

仰
と
し
て
、
日
間
予
、
司
一
は
、

相
当
京
市
民
ご
わ
'
テ
淵
卜
子
卜
玉
フ
「
「
一
ノ
が
休
二
す
Y

7

岩
ル
、
此
純
子
ノ
怜
弓
需
イ
一
ア
、

切
論
是
ハ
居
侍
卜
一
式
ブ
↓
言
葉
ガ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
カ
ラ
、
誠
子
/
泊
卜
一
ム
プ
モ
ノ
二
ハ
非
バ
「
山
hl
符
レ
ト
ノ
イ
白
J

ガ
ア
マ
七
ウ
力
、
足
一
角
川
品

i
7
J
f
一
向
ブ
モ
ノ
ヲ
駅
イ
一
r
ノ
、
此
治
二
任
ノ
第
二

E
f此
法
ノ
精
神
一
フ
ア
ル

i
町
内
ピ
マ
ス
ガ
、

此
法
7
h
k
打
、
ン
ワ
「
仁
ク
!
?
↓
ム
ノ
1

i

ガ、

或
ハ
剖
ツ
性
用
4
ガ
為
一
一
ナ
ヲ
引
丸
一
ン
ア
行
ク
ト
ム
ア
ヤ
ウ
ト
コ
ー
コ
与
ヘ
ラ
し
ナ
ノ
J
/

一
一
ノ
ハ
ト
/
力
、
ー
思
ブ
ノ
ア
γ

川
マ
ス
、
余
杭
卜
J司
法

川
ハ
恥
ハ
ヨ
重
↑
フ
ア
3

ャ
レ
パ
ナ
ユ
ノ
ヌ
」
ー
と
い
う
仁
、
つ
に
、
親

f
州
問
係
へ
の
介
入
一
つ
い
て
は
泊
料
約
な
司
見
を
述
べ
(
に
お
り
、
訓
子
用
問
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係
よ
り
は
む
し
ろ
児
童
や
用
い
る
業
務
の
祭
つ
制
限
を
積
祢
的
に
行
、
ペ
ベ
き
-
ぐ
は
な
い
か
〆
一
二
、
、
性
一
γ

ム
制
限
業
務
に
関
す
る
栄
説

況
の
ぷ
人
相
お
し
私
ひ
修
H
案
事
一
此
刊
〆
入
J

C

修
正
に
対
す
る
批
判
は
い
十

dlnu員
F
け
で
は
な
く

句
会
員
も
、
業
務
へ
引
介
入
を
重
一
明

J

、
来
品
院
に
お
い
て
賛
同
家
去
に
お
い
て
干
ど
も
が
ケ
ぷ
民
を
レ
て
司
会
一
養
、
ぺ
こ
と
は
孝
行
T
あ
り
、
ま
と
了
ど
も
司
ら
が
1
4
7
ん
で
い

る
場
合
は
河
包
は
な
い
の
で
は
を
い
か
、
十
〈
共
同
形
児
を
見
世
物
に
す
る
こ
と
は
逆
に
討
会
役
育
i
良
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
士
、
っ

な
話
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
そ
の

t
う
な
こ
と
は
討
会
校
青
阜
県
教
の
芹
導
に
は
な
り
な
い
と
し
て
批
刊
し
て
い

こ
の
他
に
も
、
殺
該
院
と
円
M

慨
に
曲
目
刷
用
負
担
蓄
に
紋
虐
待
児
市
本
人
が
台
ま
れ
る
問
題
キ
応
二
条
第
一
一
γJ
尖
U
M
W
伎
の
苅
「
め
伺
統
ん
[

の
凶
郭
さ
な
い
r
に
関
す
る
指
机
が
日
わ
れ
た
が
、
希
望
決
議
を
町

L
て
京
議
院
で
行
わ
れ
た
純
一

ι京
に
公
民
す
る
こ
と
に
決
IL
止
し
介
、

一
月
二
阿
川
、
特
別
委
員
会
の
奪
議
結
慌
が
主
将
委
民
長
よ
り
報
出
、
も
よ
い
た
委
H
H
ム
ナ
一
で
は
、
衆
議
院

の
υ

ポ
ヒ
条
が
削
除

三
、
れ
た
こ
と
は
同
胞
で
あ
る
と
ぷ
¥

政
府
支
の
復
活
を
求
め
る
与
で
辺
見
の
投
手
一
見
丈
も
の
の
、
公
明
と
の
関
係
で
、
市
平
決
議

か
町
、
字
、
円
、
決
院
の
内
山

ι
句
人
に
任
戒
す
る
こ
と
に
決
定
〕
た

そ
の
く
市
主
L
H

山主的ーとは、

け
以
府
八
六
l

J

占
ノ
支
均
一
戸
」
り
庄
一
一
拘
ク
ル
汁

日付苅」悦F:'f!:，q])メ、成イ1'-i告処遇制境

お
ノ

W
Lャ
ハ
最
ぞ
い
児
童
/
心
身
発
Y
ム
ニ
悪
彰
響
ヲ
及
主
人
ス
1
1

ノ
↓
ル
ム
ヲ
校
一
戸
必
ス
ー
パ
ヲ
禁
」
一
ン
以
一
ブ
本
法
制
定
ノ
精
神
ヲ
明
力
一

E
↑ブ

h
i
U
ハ
蛇
形
ノ
児
吋
ヲ
出
川
RJ
二
位
い
ス
レ
コ
ト

一
て
川
児
向
ア
ン
ア
ト
ム
食
ヲ
為
伴
、
ン
ペ
ー
ハ
川
山
室
ヲ
町
ヒ
フ
ケ
ノ
}
刊
一
九
ブ
為
ス
2

1
U

ソ'々
ノン

ト

=
今
、
緊
菜
、
山
富
川
け
ん
/
油
よ
二
組
ス
ル
危
険
ト
凡
楽
務
ニ
川
ん
す
ヲ
出
フ
ル
コ
卜
ご
よ
わ
り
、
削
除
さ
札
た
政
府
案
の
一
攻
起
を
必

ず
性

i

小

J
H
業
務
一
に
す
る
こ
と
を
芦
i

認
し
九
J

も
の
で
あ
っ
た
ぺ
二
れ
に
対
し
て
山
本
付
務
大
臣
か
ら
、

起己
H
Lケ
一
実
行
す
ム
引
と
い
う
発
一
一
一
円
い
叫
ん
ハ
れ
わ
れ
た
役
、

児
童
虐
待
問
リ
法
は
成
立
し
、

!巳

作4
1ム

止
法
施

cワ
閣議
ヴ ヒ与
/、 u
1レ 者片

手iニ削)説
重

lご し
ょて

T ワ

児
童
虐
待
功
川
法
は

M
1十
R
J

一

一
一
山
内
?
人
ル
件
」
及
び

児
童
虐
待
初

U
比
一
{
依
ル
賀
市
良
和
及
川
山
車
初
防

川列車
L
L
符
防
汁
決
第
七
時
二
依
ル
業
務
及
行
品
ノ
純
怨
描
疋
ノ
け
が
公
布
メ
れ
、

U
か
ら
旅
↓
け
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
ο

ま
た
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ア
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r
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